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に
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送
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村
秀
章
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提
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総
理
大
臣
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民
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金
未
加
入
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
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答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
民
主
党
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

な
お
、
菅
�
人
衆
議
院
議
員
に
つ
い
て
は
、
平
成
八
年
一
月
に
国
民
年
金
の
被
保
険
者
資
格
を
喪
失
す
る
処
理
が
行
わ
れ

て
い
た
が
、
同
月
か
ら
同
年
十
月
ま
で
の
間
は
国
民
年
金
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
平
成
十
六
年
四
月
に
判
明
し
た
こ

と
か
ら
、
同
年
五
月
に
武
蔵
野
社
会
保
険
事
務
所
が
当
該
資
格
喪
失
処
理
の
取
消
し
を
行
っ
て
い
る
。


